
議案第１２号 

 

総社市立保育所条例の廃止について 

 

 

 総社市立保育所条例（平成１７年総社市条例第１２７号）を次のとおり廃止 

する。 

 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

 

 

                 総社市長 片 岡 聡 一 

 

 

 

 

 提案理由 

   本市が所有する総社市立中央保育所を，公私連携保育法人が所有する 

公私連携型保育所とすることに伴い，条例を廃止しようとするものである。 



 



総社市立保育所条例を廃止する条例をここに公布する。 

 

令和８年３月  日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第  号 

 

総社市立保育所条例を廃止する条例 

 

総社市立保育所条例（平成１７年総社市条例第１２７号）は，廃止する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

 （総社市立認定こども園条例の一部改正） 

２ 総社市立認定こども園条例（平成２６年総社市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
 
（休園日） 

第９条 教育時間相当利用児の休園日は，総社市

立学校管理規則（平成１７年総社市教育委員会

規則第８号）第３条中幼稚園の休業日に係る規

定を準用するものとし，教育及び保育時間相当

利用児の休園日は，日曜日，国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日及び１２月２９日から翌年１月３日ま

でとする。 
 

 
（休園日） 

第９条 教育時間相当利用児の休園日は，総社市

立学校管理規則（平成１７年総社市教育委員会

規則第８号）第３条中幼稚園の休業日に係る規

定を準用するものとし，教育及び保育時間相当

利用児の休園日は，総社市立保育所条例（平成

１７年総社市条例第１２７号）第３条中休所日

に係る規定を準用する。 
 
 

 


